
（注）省略の可否を判断するための過去の検査結果は、水質検査結果の保存期間である５年間以上のデータで判断する。

原水については消毒
副生成物及び味を除
き１年に１回以上検査
し、水質の変化がない
ことを確認する。

YES

NO 省略可能な
項目である

毎日検査 毎月１回以上検査 ３か月に１回以上検査

NO

過去３年間の水質

検査結果が基準

の1/5以下である

省略

省略の場合も水質の
変化がないことを確
認するため、
３年に１回以上

色、濁り、
残留塩素

細菌検査 シアン化物イオン及
び塩化シアン、

YES

３年に1回以上検査毎年１回以上検査

YES

NO

◇水道法における水質検査の省略・検査回数減の判断フロー (「PFOS及びPFOA」を除く）

省略不可の項目

酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

過去の検査結果が基準値の1/2を

超えたことがなく、かつ、原水、水

源及びその周辺の状況並びに薬

品等及び資機材等の使用状況を

勘案し、検査を行う必要がない

ことが明らかである

回数減が可能
な項目である

カビ臭物質

（ｼﾞｪｵｽﾐﾝ、

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙ

ﾈｵｰﾙ）

過去３年間の水質

検査結果が基準

の1/10以下である

回数減不可
の項目

YES

NO

YES

NO

スタート

塩化物イオン有機物、ｐH、
味、臭気、色度、濁度

自動連続測
定・記録が実
施されている

NO

YES

※ただし、カビ臭物質については、カビ臭の原因となる藻
類の発生が少ない期間を除く。

色、濁り、
残留塩素

細菌検査 塩化物イオン、有機物、ｐH、
味、臭気、色度、濁度



原水については消毒
副生成物及び味を除
き１年に１回以上検査
し、水質の変化がない
ことを確認する。

３か月に１回以上検査

YES

NO

NO

◇令和８年度における「PFOS及びPFOA」の

水質検査の省略・検査回数減の判断フロー (全量受水を除く）

※配水系統ごとに判断

NO

NO

NO（簡易水道及び専用水道）

上水道事業

である

YES

施行日前に
「PFOS及びPFOA」の

検査結果が基準

の1/5以下であ

る

原水並びに水源及びその

周辺状況を勘案して、検出

されるおそれが少ないか

YES

スタート

検査頻度減 不可

（令和11年度以降可）

YES

過去３年間（R5～R7年度

に各１回以上）の検査を実

施し、全ての検査において

1/5以下であるか

６か月に１回以上検査1年に１回以上検査

NO

過去３年間（R5～R7年度

に各１回以上）の検査を実

施し、全ての検査において

1/10以下であるか

YES

３年に１回以上検査

YES


